
汚染土壌処理業に関する手続フロー

 ≪指導要綱の手続≫ ≪法の手続≫

＜共通の手続＞ ＜汚染土壌のみ処理する埋立処理施設を設置等しようとする場合のみ必要な手続＞ ＜共通の手続＞

必須のフロー 必須のフロー 必須のフロー

必要に応じてのフロー 必要に応じてのフロー
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汚染土壌処理業者等

生活環境影響調査実施【要綱７条】

調整済回答書提出【要綱２０条１項】

事前協議書送付・意見聴取
【要綱６条１項】

受理

説明会

報告書の内容から十分に説
明がなされていないと判断
するときは、再度の開催を
指示可能【要綱９条４項】

意見書提出
【要綱11条１項】

事前協議書説明会計画書提出【要綱８条１項】
※関係市町村長の意見を反映して作成

受理

承認
【要綱８条４項】

事前協議書説明会開催【要綱９条１項】

事前協議書公表・縦覧
【要綱１０条１項】

送付

回答

事前協議書提出【要綱５条１項】

設置等に係る工事の着工【要綱２６条１項】

汚染土壌処理業許可申請書提出【法２２条１項】

許可基準審査【法２２条３項】

処分（許可・不許可）

維持管理状況報告書提出【要綱２９条１項】

維持管理状況公表【要綱２９条２項】

協議会審査
【要綱１５条１項】

説明会

見解書提出【要綱１２条】
受理

送付

審査指示【要綱１６条１項】
見解書の内容を勘案し※１、

関係市町村長の意見を反映※２

関係機関と調整・協議【要綱１７条】

関係地域住民説明会開催【要綱１８条１項】

関係地域住民説明会開催結果等報告書提出
【要綱１８条５項】

生活環境保全協定締結【要綱１９条】

協議

協議

受理

締結

受理

回答

事前協議書終了通知
【要綱２１条１項】

照会【要綱２０条２項】

受理

汚染土壌処理業開始

確認【要綱２０条３項】

受理

事前協議書説明会結果報告書提出【要綱９条３項】
事前協議書説明会不開催事由報告書提出【要綱９条３項】

意見書写し送付【要綱１１条３項】

調整・協議が終了していない場合は、
再度調整・協議を指示【要綱２０条３項】

再度開催を指示可能【要綱１８条６項】

送付・意見照会

受理

協議

送付

回答

通知書受領

受理

送付

許可証受領

必要に応じ、現地調査【要綱１３条】

回答

受理

事故時措置報告書提出【要綱３２条１項】 受理

措置指示【要綱３２条２項】措置【要綱３２条２項】

受入停止指示【要綱３２条３項】

受理

設置等に係る工事の竣功【要綱２７条2項】

送付

（※１） （※２）

受理


